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令
和
四
年
八
月
九
日

第
三
百
二
十
二
号

増

刊

①

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
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課
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○
政
治
団
体
の
届
出
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項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
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…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
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指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の
種
類
（
第

二
号
）

届
出
年
月
日

山
下
竹
留
後

援
会

日
髙　

幸
雄

日
髙
さ
よ
子

福
岡
県
久
留
米
市

御
井
町
一
七
〇
六

－

六

山
下　

竹
留
、
衆
議
院

議
員

四
、　

二
、　

七

　

ロ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

う
め
も
と
智
明

後
援
会

梅
本　

智
明

梅
本　

智
明

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
勝
山
松
田
三
四

一
〇

四
、　

二
、　

二

お
お
く
ま
克
之

後
援
会

大
隈　

克
之

木
下　

克
典

福
岡
県
糟
屋
郡
須
恵
町
上
須
恵
五
五
八

四
、　

二
、　

九

田
川
一
心
会

榊󠄀
原　

大
祐

榊󠄀
原　

由
香

福
岡
県
田
川
市
大
字
伊
田
五
一
一

－

七

四
、　

二
、
一
七

竹
下
し
ょ
う
し

後
援
会

竹
下　

尚
志

竹
下
美
智
江

福
岡
県
春
日
市
ち
く
し
台
二

－

一
二
三

－

一

四
、　

二
、　

二

み
ん
な
の
う
き

は
暮
ら
し
を
考

え
る
会

髙
木
亜
希
子

髙
木
雄
治
朗

福
岡
県
う
き
は
市
浮
羽
町
朝
田
五
五
五

－

二

四
、　

二
、
一
七

山
下
や
す
ふ
み

後
援
会

山
下　

泰
史

山
下　

泰
史

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
吉
塚
八

－

五

－

六

〇

四
、　

二
、　

七

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡

県
柔
道
整
復
師
支

部

松
岡　
　

保

会
計
責
任
者
の

氏
名

重
松　

哲
夫

小
川
平
八
郎

三
、　

五
、
二
三

自
由
民
主
党
福
岡

県
直
方
市
第
一
支

部

香
原　

勝
司

会
計
責
任
者
の

氏
名

川
添　

智
恵

中
岡　

義
則

四
、　

二
、
二
八

自
由
民
主
党
福
岡

県
郵
政
政
治
連
盟

支
部

大
庭　
　

浩

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
北
九
州

市
若
松
区
二
島

六

－

三

－

二
四

大
庭　
　

浩

福
岡
県
太
宰
府

市
五
条
六

－

八

－

四
九

古
賀　

秀
策

四
、　

二
、　

一

目

次



令和４年８月９日　火曜日 2第322号 増刊①

日
本
共
産
党
大
牟

田
地
区
委
員
会

大
河　

豊
満

代
表
者
の
氏
名

大
河　

豊
満

江
口　
　

学

四
、　

二
、
一
三

日
本
共
産
党
筑
紫

朝
倉
地
区
委
員
会

篠
原　

範
子

代
表
者
の
氏
名

篠
原　

範
子

村
山　

正
美

四
、　

二
、
一
四

日
本
共
産
党
福
岡

西
部
地
区
委
員
会

田
中
美
由
紀

代
表
者
の
氏
名

田
中
美
由
紀

川
原　

康
裕

四
、　

二
、　

七

日
本
共
産
党
福
岡

東
・
博
多
地
区
委

員
会

中
条　

正
実

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
条　

正
実

後
藤
ひ
と
み

立
川　

孝
彦

武　
　

義
貴

三
、
一
二
、　

一

立
憲
民
主
党
福
岡

県
第
９
区
総
支
部

城
井　
　

崇

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
西
区
西

鳴
水
二

－

二
五

－

九
城
井　
　

崇

浜
口　

恒
博

福
岡
県
北
九
州

市
若
松
区
本
町

三

－

八

－

一
四

山
内　

康
一

山
本　

耕
一

四
、　

二
、　

一

立
憲
民
主
党
福
岡

県
第
11
区
総
支
部

代
表
者
の
氏
名

城
井　
　

崇

山
内　

康
一

四
、　

二
、　

一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

青
木
つ
よ
し
後
援

会

青
木　

剛
志

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区

分主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

福
岡
県
大
牟
田

市
有
明
町
二

－

二

－

九

法
第
十
九
条
の

七
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体福
岡
県
大
牟
田

市
旭
町
二

－

二

－

二

四
、　

二
、　

一

鬼
塚
ま
さ
ひ
ろ
後

援
会

鬼
塚　

昌
宏

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
空
港
前

四

－

四

－

二
〇

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
空
港
前

四

－

一

－

一
三

四
、　

一
、　

五

金
子
む
つ
み
後
援

会

下
東　

信
三

会
計
責
任
者
の

氏
名

市
橋　

芳
江

物
部　

真
儀

四
、　

二
、　

一 

九
州
素
淮
会

藤
島　

誠
治

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

藤
島　

誠
治

長
尾　

忠
彦

猿
渡　

修
一

藤
島　

誠
治

四
、　

二
、　

一 

く
ろ
つ
ち
孝
司
後

援
会

池
田　

九
一

代
表
者
の
氏
名

池
田　

九
一

杉
原　

瑛
治

四
、　

一
、　

四

幸
福
実
現
党
飯
塚

後
援
会

野
間　

俊
彦

会
計
責
任
者
の

氏
名

久
保　

修
一

樋
口　

信
博

四
、　

二
、
一
五 

小
坪
て
る
み
後
援

会

魚
住　

謙
治

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
小
郡
市

小
郡
八
四
二

－

八魚
住　

謙
治

福
岡
県
小
郡
市

三
沢
四
二
二
五

－

八
八　

竹
腰

昭
方

竹
腰　
　

昭

四
、　

二
、　

一

重
冨
ひ
ろ
し
後
援

会

古
家　

和
子

代
表
者
の
氏
名

古
家　

和
子

五
十
嵐
輝
雄

四
、　

二
、　

八

市
民
が
主
人
公
の

福
岡
市
を
め
ざ
す

市
民
の
会

林　

健
一
郎

会
計
責
任
者
の

氏
名

川
原　

康
裕

中
条　

正
実

四
、　

二
、　

七 

市
民
が
つ
く
る
政

治
の
会　

福
岡
支

部

横
矢　

和
剛

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
宗
像
市

日
の
里
三

－

三

－

一
（
九

－

二
〇
二
）

横
矢　

和
剛

福
岡
県
北
九
州

市
若
松
区
修
多

羅
一

－

八

－

一

二　

大
庭
方

大
庭
千
賀
子

四
、　

二
、　

一

高
橋
雅
成
後
援
会

髙
橋　

雅
成

会
計
責
任
者
の

氏
名

栗
原　

香
織

髙
橋　

悦
子

四
、　

二
、
二
四

筑
紫
薬
剤
師
連
盟

宮
谷　

英
記

会
計
責
任
者
の

氏
名

木
下　

光
敏

満
生
健
太
郎

四
、　

二
、　

一

仲
野
新
三
郎
後
援

会

仲
野
新
三
郎

会
計
責
任
者
の

氏
名

仲
野
新
三
郎

井
上　

博
文

三
、
一
二
、
二
四

日
鉄
ケ
ミ
カ
ル
＆

マ
テ
リ
ア
ル
労
働

組
合
政
策
実
現
を

推
進
す
る
会

玉
井　

利
生

代
表
者
の
氏
名

玉
井　

利
生

山
﨑　

徳
之

四
、　

二
、
一
四

福
岡
県
柔
道
整
復

師
連
盟

松
岡　
　

保

会
計
責
任
者
の

氏
名

重
松　

哲
夫

小
川
平
八
郎

三
、　

五
、
二
三 

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
朝
倉
支
部

岩
下　

繁
隆

会
計
責
任
者
の

氏
名

末
竹　

雅
樹

一
木　

保
宏

三
、　

六
、　

一 
福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
う
き
は
市
支

部

堤　
　

豊
仁

会
計
責
任
者
の

氏
名

岩
佐　

吉
洋

三
浦　

政
行

三
、　

六
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
鞍
手
町
支
部

内
田　

一
美

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
鞍
手
郡

鞍
手
町
大
字
中

山
三
一
八
五

－

一
一
九

福
岡
県
鞍
手
郡

鞍
手
町
大
字
中

山
二
七
六
八

四
、　

一
、
二
八
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福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
小
竹
町
支
部

植
村　

政
人

代
表
者
の
氏
名

植
村　

政
人

藤
本　

義
房

三
、　

五
、
二
一 

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
水
巻
町
支
部

今
井　

恒
夫

会
計
責
任
者
の

氏
名

名
本　

健
司

石
井　

安
英

四
、　

一
、
三
一

福
岡
県
林
業
政
治

連
盟

横
田　

進
太

会
計
責
任
者
の

氏
名

吉
村　

幸
一

横
田　

進
太

三
、　

五
、
二
六 

福
岡
の
未
来
を
つ

く
る
会

隈
本　

泰
清

会
計
責
任
者
の

氏
名

松
下　

龍
一

福
島　
　

直

四
、　

二
、
一
八

松
岡
ふ
み
の
り
後

援
会

松
岡　

史
倫

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
宮
若
市

本
城
一
一
五
〇

－

一

福
岡
県
宮
若
市

本
城
一
一
五
〇

－

三

四
、　

二
、
一
〇

渡
辺
つ
よ
し
後
援

会

渡
辺　
　

毅

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
朝
倉
市

三
奈
木
二
七
八

一

－

二

福
岡
県
朝
倉
市

小
田
一
一
七
五

三
、　

四
、
一
七 

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

く
し
川
正
男
後
援
会

櫛
川　

正
男

三
、
一
二
、
三
一

佐
々
木
け
ん
ご
後
援
会

佐
々
木
健
五

四
、　

二
、
一
四

し
ぶ
や
博
昭
後
援
会

澁
谷　

博
昭

三
、
一
二
、
三
一

白
水
え
い
じ
後
援
会

白
水　

英
至

三
〇
、　

二
、
二
八

す
え
な
が
信
行
後
援
会

末
永　

信
行

四
、　

二
、
一
七

た
は
ら
耕
一
後
援
会

中
原　

孫
和

四
、　

二
、
一
三

つ
つ
い
澄
雄
後
援
会

本
田　

光
男

三
、
一
二
、
三
一

て
ら
ざ
き
た
つ
や
後
援
会

寺
﨑　

達
也

四
、　

二
、　

二

原
野
利
男
後
援
会

原
野　

利
男

三
、
一
二
、
三
一

み
ん
な
で
創
る
笑
顔
の
福
岡
県
の
会

馬
奈
木
昭
雄

三
、
一
二
、
三
一

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

梅
本　

智
明

み
や
こ
町
議
会

議
員

う
め
も
と
智
明

後
援
会

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
勝
山
松

田
三
四
一
〇

四
、　

二
、　

二

山
下　

泰
史

福
岡
市
議
会
議

員

山
下
や
す
ふ
み

後
援
会

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
吉
塚
八

－

五

－

六
〇

四
、　

二
、　

七

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

植
本　

種
實

う
え
本
種
実

後
援
会

公
職
の
種
類

中
間
市
長

市
議

三
、　

六
、　

六
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原
口　

新
五

新
元
会

公
職
の
種
類

久
留
米
市
長

市
議

四
、　

一
、
三
一

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

青
木　

剛
志

青
木
つ
よ
し
後
援
会

四
、　

二
、　

一

櫛
川　

正
男

く
し
川
正
男
後
援
会

三
、
一
二
、
三
一

佐
々
木
健
五

佐
々
木
け
ん
ご
後
援
会

四
、　

二
、
一
四




